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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年3月27日(2014.3.27)

【公開番号】特開2012-236898(P2012-236898A)
【公開日】平成24年12月6日(2012.12.6)
【年通号数】公開・登録公報2012-051
【出願番号】特願2011-106282(P2011-106282)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｆ   2/32     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   4/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｆ   2/32    　　　　
   Ｃ０８Ｆ   4/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月7日(2014.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　界面活性剤の添加量は、単量体水溶液１００質量部に対して０．０１～５質量部が好ま
しく、０．０５～３質量部がより好ましい。界面活性剤の添加量が０．０１質量部よりも
少ない場合、単量体水溶液の分散安定性が低くなるため好ましくなく、５質量部よりも多
い場合、経済的でないので好ましくない。界面活性剤の使用形態は特に限定されないが、
界面活性剤を予め少量の油性溶媒に希釈もしくは溶解して使用する方法が、短時間で分散
安定化できるので好ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　本発明の吸水性樹脂の無荷重下での生理食塩水吸水量は、例えば３５ｇ／ｇ以上が挙げ
られるが、好ましくは４０～８５ｇ／ｇ、より好ましくは４５～７５ｇ／ｇ、特に好まし
くは５０～７０ｇ／ｇである。このような範囲の数値を満たすことによって、ゲルを強く
保ってゲルブロッキングを防止し、かつ過度な架橋を避けて吸収容量を高めることができ
る。生理食塩水吸水量は、後述の実施例に記載の方法に従って測定される。
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